
 

 

 

 

 

 

 

 

自宅療養者に対して電話診療等を行う医療機関への協力金の支給、高齢者施設等の従業員等
への定期的な検査、生活困窮者への食料支援、営業時間の短縮要請に応じた事業者への協力金の
支給、市町村が地域の実情に応じて事業者支援を行うための交付金の交付等に必要な予算を専
決処分しました。 
 
１ 専決予算額 一般会計 142 億 8,796 万 7 千円 ＜補正後の額１兆 2,369 億 7,933 万 8 千円＞ 

財源内訳 ： 国庫支出金 133 億 7,226 万 4 千円、諸収入 3億 9,878 万 5 千円、 

       地方交付税 5 億 1,691 万 8 千円 

２ 事業内容 

（１）自宅療養者電話診療等体制確保事業 6,160 万円 

   自宅療養者が安心して療養できる体制を構築するため、自宅療養者に対して電話診療等 

を行う医療機関に協力金を支給 

（２）高齢者施設等集中的検査実施事業 14 億 3,262 万 1 千円 

   重症化リスクの高い方を守るため、高齢者施設等の従業員等を対象にＰＣＲ検査を実施 

（３）生活困窮者支援食料緊急確保事業 1,441 万 4 千円 

生活に困窮される方に対して「まいさぽ」を通じた食料支援が遅滞なく実施されるよう、 

緊急的に食料品を確保する県社会福祉協議会に対し、購入費等を助成 

（４）新型コロナウイルス拡大防止協力金 95 億 2,370 万 5 千円 

   県からの営業時間の短縮要請に応じた飲食店等に協力金を支給 

①営業時間を 21 時まで短縮し、酒類提供を行う場合 2.5 万円～7.5 万円/日 

（「信州の安心なお店」認証店に限る。） 
②営業時間を 20 時まで短縮し、酒類提供を行わない場合 ３万円～10 万円/日  

（５）まん延防止等重点措置適用緊急対策事業 9,327 万 3 千円 

   営業時間短縮要請の実効性を確保するため、飲食店等の夜間見回り調査等を実施 

（６）第６波対応事業者支援交付金 30 億 8,645 万円 

  市町村が、地域の実情に応じて事業者をきめ細かく支援するための交付金を交付 
①第６波により影響を受ける事業者に対し、給付金の支給等を行う市町村を支援 

    ②まん延防止等重点措置の適用後の需要喚起策等を行う市町村を支援 

（７）信州の地酒販売促進キャンペーン事業（第２弾） 7,590 万 4 千円 

   地酒の消費の落ち込みの影響を受ける小売酒販店等を支援するため、信州地酒を購入で 

きるプレミアム付きクーポン券（４千円）を追加発行 
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 まん延防止等重点措置の適用に伴う緊急対策等に必要な予算を専決処
分しました。 

【専決予算全般について】 
総務部財政課企画係 
（課長）矢後 雅司 （担当）酒井 裕司 
電 話  026-235-7039（直通） 
F A X  026-235-7475 
E-mail zaisei@pref.nagano.lg.jp 

【（４）（６）（７）について】 
産業労働部産業政策課経理係 
（課長）合津 俊雄 （担当）小澤 勝 
電 話  026-235-7192（直通） 
F A X  026-235-7496 
E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp 

【（１）（２）（３）について】 
健康福祉部健康福祉政策課経理係 
（課長）柳沢 由里 （担当）田中 義人 
電 話  026-235-7092（直通） 
F A X  026-235-7485 
E-mail kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

【（５）について】 
危機管理部消防課総務・通信係 
（課長）柳沢 剛 （担当）血脇 秀明 
電 話  026-235-7407（直通） 
F A X  026-233-4332 
E-mail shobo@pref.nagano.lg.jp 


